
要介護度１ （単位：円）

サービス費 食費 居住費 合計

第１段階　 23,837 9,000 0 32,837

第２段階　 23,837 11,700 12,900 48,437

第３段階① 23,837 19,500 12,900 56,237

第３段階② 23,837 40,800 12,900 77,537

第４段階　 23,837 43,350 27,450 94,637
(2割負担) 47,674 43,350 27,450 118,474
(3割負担) 71,511 43,350 27,450 142,311

要介護度２

サービス費 食費 居住費 合計

第１段階　 26,231 9,000 0 35,231

第２段階　 26,231 11,700 12,900 50,831

第３段階① 26,231 19,500 12,900 58,631

第３段階② 26,231 40,800 12,900 79,931

第４段階　 26,231 43,350 27,450 97,031
(2割負担) 52,462 43,350 27,450 123,262
(3割負担) 78,693 43,350 27,450 149,493

要介護度３

サービス費 食費 居住費 合計

第１段階　 28,728 9,000 0 37,728

第２段階　 28,728 11,700 12,900 53,328

第３段階① 28,728 19,500 12,900 61,128

第３段階② 28,728 40,800 12,900 82,428

第４段階　 28,728 43,350 27,450 99,528
(2割負担) 57,456 43,350 27,450 128,256
(3割負担) 86,184 43,350 27,450 156,984

要介護度４

サービス費 食費 居住費 合計

第１段階　 31,122 9,000 0 40,122

第２段階　 31,122 11,700 12,900 55,722

第３段階① 31,122 19,500 12,900 63,522

第３段階② 31,122 40,800 12,900 84,822

第４段階　 31,122 43,350 27,450 101,922
(2割負担) 62,244 43,350 27,450 133,044
(3割負担) 93,366 43,350 27,450 164,166

要介護度５

サービス費 食費 居住費 合計

第１段階　 33,482 9,000 0 42,482

第２段階　 33,482 11,700 12,900 58,082

第３段階① 33,482 19,500 12,900 65,882

第３段階② 33,482 40,800 12,900 87,182

第４段階　 33,482 43,350 27,450 104,282
(2割負担) 66,964 43,350 27,450 137,764
(3割負担) 100,446 43,350 27,450 171,246

※上記以外の費用で、ご希望されるサービスに対し「別途かかる費用」

　■電気代１日３０円（１製品につき）

　■預金通帳管理用１，５００円（利用者様の貴重品について、当施設での管理をご希望される方）

　■散髪代１，５００円（当施設が契約する理容師による散髪を利用された場合、１回につき）

　■その他、外部サービス等をご利用の場合はその費用が別にかかります。
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（特別養護老人ホームアルメイダメモリアルホーム）

多床室（４人部屋）利用料一覧表　（1ヵ月＝30日あたり）
※令和６年８月１日～（令和６年度介護報酬改定に伴う居住費変更/日+60円）
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QRコードを読み取ると当事

業所HPにつながります。



基本サービス費
要介護度 1 2 3 4

日 589円 659円 732円 802円 

月 17,670円 19,770円 21,960円 24,060円 

※サービス費と加算費用等は、１割負担時の金額です。２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の金額となります。

加算費用等 ※原則として上記サービス費と合わせて下記加算が算定されます

３６ 円

２２ 円

６ 円

１３ 円

２８ 円

１２ 円

１１ 円

２０ 円

（Ⅰ）３０ 円
（Ⅱ）６０ 円

４０ 円

３０ 円

２０ 円

１２０ 円

２４６ 円

(早朝･夜間) ６５０ 円
（深夜） １,３００ 円

（Ⅰ）月４００ 円
（Ⅱ）月１００ 円

７２ 円
１４４ 円
６８０ 円

１,２８０ 円

食費
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

日 300円 390円 650円 1,360円 

月 9,000円 11,700円 19,500円 40,800円 

居住費
第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

日 0円 430円 430円 915円 

月 0円 12,900円 12,900円 27,450円 

負担限度額認定対象者
第１段階　

第２段階　

第３段階①

第３段階②

第４段階　

高額介護サービス費（サービス費の負担上限）
15,000円 （世帯）

15,000円 （個人）

24,600円 （世帯）

24,600円 （世帯）

44,400円 （世帯）

93,000円 （世帯）

140,100円 （世帯）

※１ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた時は、超えた分が払い戻される制度です。

 市町村民税非課税世帯で年金収入等が80万円以下の方等

要介護度の高い新入所者様が多く、質の高いケアを実施する体制を整えているための加算です。

サービス提供体制強化加算

 課税所得380万円(年収約770万円)～課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

 市町村民税非課税世帯の方

 市町村民税非課税で課税所得が380万円(年収約770万円)未満の方

第４段階

1,445円 

43,350円 

 生活保護受給者等

 市町村民税非課税世帯で年金収入等が80万円以下の方等

サービス日数にかかる加算費用

過去一定期間の新入
所者様の要介護度に
より、いずれか一方
が算定されます。

日常生活継続支援加算

  (預貯金が単身650万円以下,夫婦1,650万円以下)

  (預貯金が単身550万円以下,夫婦1,550万円以下)

  (預貯金が単身500万円以下,夫婦1,500万円以下)

介護職員のうち、介護福祉士を８割配置する等、一定水準以上の介護体制を整えているための加算です。

看護体制加算（Ｉ） 常勤の看護師を配置し、一定水準以上の看護体制を整えているための加算です。

看護体制加算（ＩＩ） 法定の基準人数以上の看護職員を配置し、一定水準以上の看護体制を整えているための加算です。

夜勤職員配置加算（Ⅲ） 夜勤時間帯に介護職員を基準人数以上配置しているための加算です。

個別機能訓練加算（Ⅰ） 個別機能訓練計画に対する同意に基づき、機能訓練が計画的に行われた場合にかかる加算です。

栄養マネジメント強化加算
入所者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに登録し、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために
必要な情報を活用することによる加算です。

月毎にかかる加算費用

個別機能訓練加算（II） 個別機能訓練計画等の情報をLIFEに登録し、機能訓練のために必要な情報を活用することによる加算です。

ＡＤＬ維持等加算（I）（Ⅱ）
所定の時期にADL値を測定し、LIFEに登録した6ヵ月目のADL値と比較して向上が認められることによる加算です。
※比較値によりⅠまたはⅡの算定となります。

科学的介護推進体制加算（I） 入所者ごとのADL値や栄養状態等の状況等に係る基本的な情報をLIFEで活用するための加算です。

 ①市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者　または　②生活保護受給者 

 上記以外の方

 市町村民税非課税世帯で年金収入等が120万円超の方

 市町村民税非課税世帯で年金収入等が80万円～120万円の方

 市町村民税非課税世帯で年金収入等が80万円以下の方

  (預貯金が単身1,000万円以下,夫婦2,000万円以下)

入所時（再入所を含む）にかかる加算費用

初期加算 入所日から３０日以内を上限として（３０日以上の入院後に退院された場合も同様）かかります。

安全対策体制加算 研修受講済担当者を配置し安全対策部門設置の上、組織的な安全対策実施体制が整備されているための加算です。

別途かかる加算費用

入所者が下記内容に該当される場合に算定される加算費用

若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症の入所者様に対し、一定水準以上のサービスを提供するための加算です。

介護職員処遇改善加算
（新・加算Ⅰ）

令和６年６月～旧３加算（処遇改善・特定処遇・ベースアップ）を一本化し、介護職員等の処遇の改善を行う事へ
の加算です。

ｻｰﾋﾞｽ費＋加算の
１４.０％の額

外泊時費用 病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊をされた場合にかかります。（月６回限度）

配置医師緊急時対応加算
医師が早朝、夜間又は深夜にに診療を行い記録を行った場合に
かかります。

経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）
食事が経口で且つ摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し各職種が共同して栄養管理を行い経口での継続的な食事
摂取を進めた場合にかかります。（共同で管理する職種に言語聴覚士等が加わる場合はⅡも算定される）

看取り介護加算
同意に基づき「看取りに関する指針」に
従い看取り介護を行った場合にかかりま
す。

死亡日以前３１～４５日

死亡日以前４～３０日

死亡日の前日・前々日

死亡日

（特別養護老人ホームアルメイダメモリアルホーム）

サービス利用料金表　　／　多床室（４人部屋）利用料　　～費用の詳細～

5

871円 

26,130円 

※令和６年８月１日～（令和６年度介護報酬改定に伴う居住費変更/日+60円）

QRコードを読み取る

と当事業所HPにつ

ながります。


